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  1. 法人の長によるメッセージ  

独立行政法人福祉医療機構（以下「ＷＡＭ」という。）は、社会福祉・医療事業団の事業を

承継し、平成 15年に福祉の増進と医療の普及向上を目的として設立された独立行政法人です。 

ＷＡＭの歴史は、昭和 29年設立の社会福祉事業振興会、昭和 35年設立の医療金融公庫

に遡ります。以来、変化し続ける日本社会の中で、福祉医療基盤の進化と安定のための尽

力を続けています。 

また、医療分野における国民皆保険制度や福祉分野での介護保険制度など、超長期的ビ

ジョンで構築された国の社会保障制度と歩みを共にし、それらの仕組みをもってしても残

る課題の解決に向け、事業の執行を通じて貢献しています。 

 

1. 環境認識 

我が国では、急速な高齢化が進展しています。将来推計においては、令和 42年には、75

歳以上の後期高齢者は 2,500 万人に迫り（図-1）、国民の約 4 人に 1 人の割合にまで達す

る見込みです。また、中でも 85歳以上及び 95歳以上の高齢者増加と、足元での介護の重

度化傾向（図-2）は今後の福祉医療ニーズの量的・質的の両面での増加を示唆しています。 

＜図-1 後期高齢者（75歳以上）人口推移と将来推計＞ 

 

 

 

 

 

 

以下、各国の高齢化率(総人口に占める 65 歳以上の者の割合)推移を見ると、今後も更な

る高齢化の進展が見込まれています。経済成長を遂げているアジア諸国は、日本を追いかけ

るように急速な高齢化が進みます。また、経済的に既に成熟している欧米諸国においても高

齢化の進行が予想されています。（図-3） 

こうした中、超高齢社会に先行して取り組む日本型のモデルが、成功例となることがグロ

ーバルにも大きな意味を持っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資
料集(2020)」より作成 

出典：UN，World Population Prospects：The 2017 Revision、総務省「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所

「日本の将来推計人口（H29）」を基とした内閣府「令和元年版高齢社会白書（全体版）」より作成 

高齢化率の高さに応じて色分け（高齢化率の低い箇所を緑、高い箇所を赤、中間を黄色）をしております。 

地域 国名 H12 H17 H22 H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42

日本 17.4 20.2 23.0 26.6 28.9 30.0 31.2 32.8 35.3 36.8 37.7 38.0 38.1

韓国 7.2 8.9 10.7 13.0 15.7 19.9 23.9 27.7 31.1 33.4 35.3 35.9 37.1

シンガポール 7.3 8.2 9.0 11.7 15.0 19.2 23.2 26.6 29.7 32.0 33.6 34.5 35.8

タイ  6.5 7.8 8.9 10.6 12.9 16.0 19.4 22.8 25.8 27.9 29.0 29.5 30.6

中国   6.9 7.7 8.4 9.7 12.2 14.2 17.1 20.9 23.8 25.0 26.3 29.4 30.5

インド 4.4 4.8 5.1 5.6 6.6 7.5 8.5 9.5 10.6 11.9 13.4 15.1 16.7

インドネシア 4.7 4.8 4.8 5.1 5.8 6.9 8.3 9.7 11.1 12.5 13.8 14.8 15.7

フィリピン 3.3 3.5 4.1 4.6 5.2 5.9 6.7 7.6 8.3 9.1 9.8 10.8 12.1

ドイツ 16.5 18.9 20.5 21.1 22.2 24.1 26.8 29.3 30.0 30.2 30.7 31.4 31.7

フランス 16.0 16.5 16.8 18.9 20.7 22.3 23.9 25.2 26.2 26.5 26.7 26.9 26.9

イギリス 15.9 16.0 16.6 18.1 19.0 20.2 22.0 23.5 24.3 24.8 25.4 26.2 26.7

スウェーデン 17.3 17.3 18.2 19.6 20.3 21.1 22.1 23.3 24.0 24.1 24.4 25.2 26.3

アメリカ 12.3 12.3 13.0 14.6 16.6 18.7 20.4 21.2 21.6 21.8 22.1 22.7 23.6

アジア

欧米

＜図-3 各国の高齢化率推移と将来推計 ヒートマップ＞ 
（単位：％） 

総人口 

9,284 万人 

 

出典：厚生労働省「平成 29年度介護保険事業状況報告（年

報）」より作成 

重度者数の増加 

＜図-2 介護の重度化傾向＞ 
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2．社会運営上の課題とＷＡＭの事業の位置づけ 

(1) 社会運営上の課題 

我が国における社会運営上の課題の一つは、

医療の国民皆保険が達成された昭和 36 年当時

からの約 60年間で、平均寿命が約 15年延びた

こと（図-4）への対応です。一方、定年年齢は

そこまでは延びておらず、「制度を支える期間」

と「制度に支えられる期間」のバランスが重要

となってきています。 

令和元年度に国が設置した「全世代型社会保

障検討会議」においては、人生 100年時代を迎

えるなか、社会保障制度の持続可能性を強化す 

るため様々な分野での検討がなされています。その進捗は大いに期待されるところです。 

 

(2) 福祉・医療分野での方向性 

このような環境のもと、福祉・医療分野でも、社会構造変化への対応が強く要請されて

います。 

可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられる社会の実

現を目指すには、そのための仕組みが必要です。 

その仕組みの大きな 2本柱は、地域の力を動員し、高齢者のニーズを広範に満たす「地

域包括ケアシステム」（図-5）の構築と、2025 年における医療ニーズを推計し、それに効

率的に対応する医療体制をつくる「地域医療構想」（図-6）の実現です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図-5 地域包括ケアシステム＞ 

出典：厚生労働省「平成 30年簡易生命表の概況」より
作成 

＜図-4 平均寿命の延び＞ 

出典：厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/
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(3) ＷＡＭの事業について 

①事業の位置づけ 

ＷＡＭの事業は図-7 に示すとお

り、福祉、社会保障、公衆衛生の増

進という「憲法上の国の役割」の一

部を遂行するものであります。 

また、「高齢者」、「児童」、「障害者」

の福祉の増進や「医療を必要とする

国民」への適切なサービス提供とい

う「関連法令上の国の責務」を履行

する活動でもあります。 

さらに、環境変化に応じた国の政

策と事業展開の関連については、厚

生労働大臣が定める中期目標内の

「政策体系図」で示されます。 

その上で事業活動の成果として、

「国民生活の安定」及び「社会経済

の健全な発展」に資することが求め

られています。（独立行政法人通則法） 

 

 

 

＜図-7 ＷＡＭの事業の位置づけ＞ 

＜図-6 地域医療構想＞ 

出典：厚生労働省ホームページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080850.html
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②事業の執行 

ＷＡＭでは、11 分野の事業に取り組んでいます。これらは国の政策に連動しており、

厚生労働省の政策体系を構成しています。また、ＷＡＭの総体としての力を活かして、国

の政策を実現するために、各事業間における連携を重視しています。 

例えば、「介護離職ゼロ」の政策（「ニッポン一億総活躍プラン」（平成 28 年 6 月 2 日

閣議決定））については、福祉医療貸付事業、退職手当共済事業、福祉医療経営指導事業、

社会福祉振興助成事業、福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業）の 5事業

が連携しています（P7参照）。また、「子育て環境の整備」の政策でも同様です（P8参照）。 

加えて、新規事業についても、「独立行政法人としての事業執行力を生かし、国の課題

解決に貢献する」という観点から、令和元年度に 2つの事業をスタートさせました（P34

参照）。 

3. 組織運営 

組織運営にあたっては、ＷＡＭの経営理念である「民間活動応援宣言」を念頭に置き、

お客さま目線に立って活動しています。加えて、「永続する進化」を旨とする機構運営哲学

を掲げ、組織・役職員ともに、たゆまぬ進化を追求しています。 

ＷＡＭに与えられた使命をより高い水準で達成し、国の政策実施機関としての機能を最

大限に発揮するためには、リスクをコントロールし、予算・人材・組織等の資源を有効に

活用した組織運営を実現する必要があります。そのための有効な手段の一つが、戦略的な

トップマネジメントを強化する「内部統制」の充実であると認識しています。 

活用する主な会議体は、「経営企画会議」及び「ガバナンス委員会」です。前者について

は、組織の効率的かつ効果的な運営を目的とし、後者については、統合的リスク管理を始

め、組織の公正性及び透明性の向上を目的としています。また、信用リスクの多くを占め

る福祉医療貸付のポートフォリオについては、ガバナンス委員会から委嘱を受けた「信用

リスク分科会」にて、専ら報告・審議を行っています。 

会議運営では「合理性、妥当性」を確認するプロセス、「指示・質疑」加えて「激励や賞

賛」も共有し、それらの「結論の背景にある考え方」を理解することを重視しています。

これらも含め、内部統制の本質の理解を深め、組織の力を一つの方向に束ね、そのうえで

自律的なＰＤＣＡを機能させています。年間を通じた内部統制の状況については、総括点

検を実施し、翌年度、理事長による総括評価を行っています。 

なお、各事業執行の適切性の確保にあたっては、3線防御（3 Lines of Defense）（P19

～20参照）の考え方を取り入れています。 

ＷＡＭには、「国の政策実施機関として、その機能を最大限に発揮し、日本の福祉医療分

野における課題解決に挑戦し続ける」ことが望まれています。役職員一人ひとりが環境の

変化を鋭敏に捉え、国の政策の一翼を担うという使命のもと、「小回りのきく福祉・医療支

援の専門店」として、組織一丸となって業務運営に取り組む所存です。 

今後とも、ＷＡＭへのご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

 

  

理事長 中村
な か む ら

 裕一
ひ ろ か ず

 

独立行政法人福祉医療機構 
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  2. 法人の目的、業務内容   

 

(1) 法人の目的 

ＷＡＭの目的は、独立行政法人福祉医療機構法第 3条において、次のように定めら

れています。 

 

   （機構の目的） 

第三条 独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）は、社会福祉事業施設及び

病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通並びにこれらの施設に関する経営指導、

社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、心

身障害者扶養保険事業等を行い、もって福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図る

ことを目的する。 

２ 機構は、前項に規定するもののほか、厚生年金保険制度、国民年金制度及び労働者

災害補償保険制度に基づき支給される年金たる給付の受給権を担保として小口の資

金の貸付けを行うことを目的とする。 

 

 

(2) 業務内容 

ＷＡＭは、その目的を達成するため、以下の業務を行っています。 

（独立行政法人福祉医療機構法第 12条） 

１  社会福祉事業施設及び医療関係施設等の設置等に必要な資金の貸付事業 

２  社会福祉事業施設の設置者等及び病院等の開設者に対する経営の診断又は指導事業 

３  社会福祉振興事業者に対する助成事業 

４  社会福祉事業に関する調査研究、知識の普及及び研修事業 

５  社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定による退職手当共済事業 

６  都道府県等が心身障害者扶養共済制度の加入者に対して負う共済責任を保険する心
身障害者扶養保険事業 

７  福祉・保健・医療に関する情報提供等を行う福祉保健医療情報サービス事業 

８  厚生年金保険法又は国民年金法に基づく年金受給権者に対する、その受給権を担保と
した小口の資金の貸付事業 

９  労働者災害補償保険法に基づく年金受給権者に対する、その受給権を担保とした小口
の資金の貸付事業 

１０ その他前記に附帯する事業 

 

また、上記の業務のほか、当分の間、以下の業務を行っています。 

（独立行政法人福祉医療機構法附則第 5条の 2、第 5条の 3及び第 5条の 5） 

１１ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務 

１２ 旧優生保護法一時金支給法に基づく一時金支払等業務 

１３ ハンセン病元患者家族補償金支給法に基づく補償金支払等業務 
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  3. 政策体系における法人の位置づけ及び役割（ミッション）   

 

我が国の福祉・医療を巡る環境には、取り組むべき喫緊の課題が数多く存在していま

す。具体的には、待機児童問題、特別養護老人ホームの待機者問題及び高齢化に伴う医

療需要の増大に加え、福祉サービス提供に係る課題の複合化・複雑化、地域のつながり

の希薄化、これらに対応する社会資源の一元的かつ正確な情報の不足等が挙げられます。 

これらの課題に対して、国の政策面においては、「ニッポン一億総活躍プラン」（平成

28年 6月 2日閣議決定）の中で「希望出生率 1.8」、「介護離職ゼロ」を目指し、保育や

介護の受け皿整備の加速、保育士や介護人材の処遇改善、地域共生社会の実現等に向け

た取組を推進しています。 

ＷＡＭの使命とは、原点である憲法第 25条第 2項（社会福祉、社会保障及び公衆衛生

の向上及び増進に務めなければならない）に依って、厚生労働省が策定したこれらの各

種政策目的の実現に向けて業務を執行することです。ＷＡＭが保有するノウハウや専門

性を活かして多様な事業を一体的に実施し、地域の福祉・医療を担っている民間活動を

応援しています。 

そうしたＷＡＭの業務を通じた国の政策推進により、社会全体にとって共通財産であ

る「社会的共通資本」としての福祉医療基盤が安定的かつ効率的に整備され、国民の皆

さまへの良質かつ適切な福祉・医療サービスの提供につながっています。 

 

（政策体系図） 
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 なお、国の掲げる重要政策へのＷＡＭの対応例は、以下のとおりです。 

 

＜介護離職ゼロ＞ 

①  環境認識 

  介護・看護を理由とした離職者数は、平成 30年時点において、年間約 10万人となっ

ています。 

 なお、離職者の男女比は、女性 81％、男性 19％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  一方、介護保険制度は平成 12 年よりスタートしています。代表的なサービスとして

は、自宅で利用する「訪問介護」、要介護 3 以上の方を対象とする「特別養護老人ホー

ム」、リハビリテーション等により在宅復帰を目指す中間施設である「介護老人保健施

設」、さらには、介護の必要はないものの生活支援が必要な方を対象とした「介護予防サ

ービス」も整備されています。 

 

②  ＷＡＭの事業による政策の推進 

  「介護離職ゼロ」の政策を推進するため、福祉医療貸付事業による施設整備・建替に

対する政策融資、福祉医療経営指導事業による施設経営の安定化支援、退職手当共済事

業による介護職員の確保・雇用の安定化、社会福祉振興助成事業によるＮＰＯ等市民活

動の支援、そして、ＷＡＭ ＮＥＴ事業による福祉保健医療情報の幅広い情報提供など、

多岐にわたるサービスを提供しています。 

特にＷＡＭ ＮＥＴ事業においては、「介護離職ゼロの実現に向けて」というコンテン

ツで、仕事と介護の両立に関する制度等の情報を提供するとともに、経済団体や企業人

事部門等を個別訪問して当該コンテンツを紹介するなど、情報発信に努めています。 
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＜子育て環境整備＞ 

①  環境認識 

  出産、育児等の子育てを理由とした離職者数は、平成 30 年時点において、年間約 10

万人となっています。 

なお、離職者の男女比は、女性が 100%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  ＷＡＭの事業による政策の推進 

  「子育て環境整備」の政策を推進するため、福祉医療貸付事業による施設整備・建替

に対する政策融資、福祉医療経営指導事業による施設経営の安定化支援、退職手当共済

事業による保育士の確保・雇用の安定化、社会福祉振興助成事業によるＮＰＯ等市民活

動の支援、さらには、内閣府より委託を受けた「子供の未来応援基金」による子どもの

貧困問題に取り組む市民活動に対する助成など、多岐にわたるサービスを提供していま

す。 

また、国民の皆さまに福祉保健医療情報を幅広く提供するＷＡＭ ＮＥＴ事業では、令

和 2年度から「子ども・子育て支援情報公表システム」の整備を開始しています。    

このシステムでは、子ども・子育て支援法第 58条に基づく特定施設・保育施設ならび

に幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設等に関する情報を一元的に掲載

し、施設種類や所在地で検索・閲覧できる機能を備えるなど、利用者の選択に資する情

報を提供します。なお、当該情報は令和 2年秋頃の公表を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て環境の整備

福祉医療貸付事業

施設整備・建替

退職手当共済事業

保育士の確保・処遇改善

福祉医療経営指導事業

施設経営の安定確保

社会福祉振興助成事業

子育て支援等を助成テーマ
に設定

子供の未来応援基金
（内閣府より委託）

子どもの貧困対策の推進

WAM NET事業

子ども・子育て支援情報公表システムによる
保育所・幼稚園等の情報の提供（令和2年秋頃を予定）
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  4. 中期目標   

 

(1) 概要 

＜ 第４期中期目標期間（平成 30年 4月～令和 5年 3月）＞ 

第 4期中期目標期間中に達成すべき業務運営に関する目標が厚生労働大臣から示さ

れており、待機児童解消や特別養護老人ホームの待機者解消、地域医療構想の実現等

を推進するための福祉医療基盤の整備、保育士や介護人材の処遇改善、制度の谷間の

要支援者を支える団体への支援を行い、地域包括ケアシステムや地域共生社会の実現

に寄与するとともに、ＷＡＭが保有する福祉保健医療情報サービス基盤を活用し、全

ての利用者が一元的かつ正確な情報を入手できる環境の整備等を効果的かつ効率的

に事業を実施すること等が指示されています。 

   なお、詳細につきましては、第 4期中期目標をご参照ください。 

 

 

(2) 一定の事業等のまとまりごとの目標 

ＷＡＭの中期目標は、適正かつ厳正な評価に資する「一定の事業等のまとまりごと

の目標（セグメント情報）」として策定されており、9つに区分されます。 

なお、「勘定（経理区分）」については、各業務と財源区分との関係などから、8 つ

に区分しています。それらの関係性は次のとおりです。 

一定の事業等のまとまりごとの目標（セグメント情報） 勘定（経理区分） 

1. 福祉医療貸付事業 

① 一般勘定 
2. 福祉医療経営指導事業 

3. 社会福祉振興助成事業 

4. 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業） 

5. 退職手当共済事業 ② 共済勘定 

6. 心身障害者扶養保険事業 ③ 保険勘定 

7. 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業 
④ 年金担保貸付勘定 

⑤ 労災年金担保貸付勘定 

8. 承継年金住宅融資等債権管理回収業務 ⑥ 承継債権管理回収勘定 

9. 一時金支払等業務及び補償金支払等業務 
⑦ 一時金支払等勘定 

⑧ 補償金支払等勘定 

 

 

https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/020116_chuukimokuhyou.pdf
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  5. 法人の長の理念や運営上の方針・戦略等   

 

ＷＡＭは、理事長のリーダーシップの下、中期目標の達成に向けて果たすべき使命を

明確にし、国の各種政策目的の実現に貢献することを目的として、次のとおり、「経営理

念」、「運営哲学」、「経営方針」を策定しています。 

 

(1) 経営理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 運営哲学 

 

 

 

 

 

 

(4) 行動指針 

 

 

 

(3) 経営方針 

 

 

 

 

 

  

■民間活動応援宣言■ 

私たちは、国の政策効果が最大になるよう、地域の福祉と医療の向上を目指して、お客さまの目線に立ってお客

さま満足を追求することにより、福祉と医療の民間活動を応援します。  

1. 民間では対応が困難な政策金融やＮＰＯへの助成などにより、福祉と医療の向上を目指します。  

2. 専門性を磨き、民間活動への支援の質を高め、福祉と医療の向上を目指します。  

3. 機構の持つ総合力を発揮し、福祉と医療の連携を支援します。  

4. 公共性、透明性及び自主性を発揮し、コンプライアンスを徹底することにより、健全性を確保します。  

5. コスト意識を徹底し、効率的な業務運営を行います。  

6. 強く明るい職員を目指し、自ら働きがいのある組織として、お客さま満足を追求します。 

■令和元年度 経営方針■ 

1. お客さまサービスの向上 

2. 国の政策目的を早期に実現するための業務運営  

3. 内部統制の充実  

4. 業務の質の向上及び効率化 

5. 働きがいのある明るい職場づくり 

■運営哲学■ 

1. 永続する進化を旨とし、国の運営に貢献する。 

2. 環境変化については鋭敏にこれを捉え、主体的に将来に備え、現課題には迅速・適正に対応する。 

また、必要に応じ機構内外資源の総力の活用を心掛ける。不作為は厳にこれを慎む。 

3. 高い倫理観にもとづく誠実な活動により、社会基盤としての責務を全うする。 

 

「行動の指針」（個々人及び組織） 

1. 能動性 

2. 将来予見 

3. ダイバーシティの活用 

 

https://www.wam.go.jp/hp/goannai-tabid-62/goannai-goannai-tabid-79/
https://www.wam.go.jp/hp/goannai-tabid-62/goannai-goannai-tabid-79/
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  6. 中期計画及び年度計画   

   

ＷＡＭでは、厚生労働大臣から指示された中期目標を達成するための具体的計画とし

て、第 4期中期計画を策定するとともに、当該計画に基づく年度計画を策定しています。

中期計画と当事業年度に係る年度計画との関係は、以下のとおりです。 

なお、詳細につきましては第 4期中期計画及び令和元年度計画をご参照ください。 

第 4 期中期計画 令和元年度計画 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

1 福祉医療貸付事業 

(1)政策優先度に即した効果的かつ効率的な融資 (1)融資方針を周知し、当該方針に基づき事業を実施 

(2)福祉医療貸付制度の周知・広報 (2)福祉医療関係団体や地方公共団体に周知・広報 

(3)民間金融機関と協調した融資を推進 (3)ノウハウやデータ等を民間金融機関へ情報提供 

(4)早期段階での融資相談と適正かつ迅速な審査手続き (4)融資相談会の開催及び専門的な支援・助言 

(5)債権区分別の適切な期中管理 (5)融資後の運営・財務状況の把握とフォローアップ 

(6)債権悪化の未然防止 (6)ポートフォリオ分析及びモニタリング等の実施 

(7)経営の悪化又は悪化が懸念される貸付先への支援 (7)貸出条件緩和及び的確な債権保全措置 

(8)定量目標の設定 

・周知・広報回数（毎年度 100 回以上） 

・協調融資金融機関数（65 機関以上増加） 

・実地調査等の実施数（毎年度 55 貸付先以上） 

(8)定量目標の設定 

・周知・広報回数（100 回以上） 

・協調融資金融機関数（13 機関以上増加） 

・実地調査等の実施数（55 貸付先以上） 

2 福祉医療経営指導事業 

(1)セミナー内容の充実 (1)機構の独自性を発揮した情報提供等 

(2)経営状況に関する調査・分析・公表 (2)リサーチレポートの公表等による情報提供 

(3)経営診断・支援の手法・内容の充実 (3)個々の法人・施設が抱える課題解決に重点化 

(4)定量目標の設定 

・セミナー受講者数（16,200 人以上） 

・調査・分析結果の公表（80 件以上） 

・マスコミの引用回数（340 回以上） 

 ・経営診断件数（1,710 件以上） 

(4)定量目標の設定 

・セミナー受講者数（3,240 人以上） 

・調査・分析結果の公表（16 件以上） 

・マスコミの引用回数（68 回以上） 

 ・経営診断件数（342 件以上） 

3 社会福祉振興助成事業 

(1)募集テーマの重点化及び連携・協働事業の選定 (1)助成方針の策定、募集要領の公表及び助成先の選定 

(2)助成金申請書の受理から交付決定までの期間短縮 (2)助成金申請業務の効率化 

(3)助成先法人等のガバナンス強化の支援充実 (3)助成先法人等への現地調査・指導等 

(4)事業の継続・発展に繋がる適切な相談・助言 (4)適切な相談・助言及び優れた事業の可視化 

(5)定量目標の設定 

 ・助成金申請書の平均処理期間（22 日以内） 

 ・助成事業の利用者満足度（最高評価 60%以上） 

(5)定量目標の設定 

 ・助成金申請書の平均処理期間（22 日以内） 

 ・助成事業の利用者満足度（最高評価 60%以上） 

https://www.wam.go.jp/hp/koukai-tabid-63/koukai-keikaku-tabid-117/
https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/r01_nendokeikaku_r3.pdf
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第 4 期中期計画 令和元年度計画 

4 退職手当共済事業 

(1)請求書の受付から給付までの期間短縮 (1)事務処理の効率化による処理期間の短縮 

(2)退職届作成システムの利用促進 (2)利用者の意向を踏まえた ICT の活用 

(3)退職手当共済制度の周知 (3)都道府県等と連携し、制度を広く周知 

(4)定量目標の設定 

 ・給付までの平均処理期間（42 日以内） 

 ・退職届作成システムの利用割合（毎年度 30%以上） 

(4)定量目標の設定 

 ・給付までの平均処理期間（42 日以内） 

 ・退職届作成システムの利用割合（30%以上） 

5 心身障害者扶養保険事業 

(1)財政状況の検証及び加入者等への公表 (1)財務状況検討会の開催及び検証結果の公表 

(2)扶養保険資金の運用 (2)長期的な観点からの安全かつ効率的な運用 

(3)事務処理等の適切な実施 (3)地方公共団体に対する事務担当者会議の開催 

(4)定量目標の設定 

・周知・広報活動（毎年度 15 回以上） 

(4)定量目標の設定 

・周知・広報活動（15 回以上） 

6 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業） 

(1)提供情報の質の向上及び利用者の利便性向上 (1)提供情報の質の向上及び利用者の利便性向上 

(2)国の施策に基づく情報システムの整備及び運用管理 (2)システムの安定的な運用と効率的な管理 

(3)ＷＡＭ ＮＥＴを活用した業務の効率的な実施 (3)ＷＡＭ ＮＥＴを活用した業務の効率的な実施 

(4)定量目標の設定 

・提供情報の整備充実及び機能見直し（25 件以上） 

・年間ヒット件数（毎年度 1 億 1,000 万件以上） 

(4)定量目標の設定 

・提供情報の整備充実及び機能見直し（5 件以上） 

・年間ヒット件数（1 億 1,000 万件以上） 

7 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業 

(1)安定的で効率的な業務運営 (1)損益が均衡するよう貸付金利に反映 

(2)無理のない返済に配慮した制度の運用 (2)無理のない返済に配慮した制度の運用 

(3)新規貸付終了時期及び利用可能な他制度等の周知 (3)ホームページ、パンフレット等による周知 

(4)定量目標の設定 

 ・連携・協力による周知活動（30 団体以上） 

(4)定量目標の設定 

 ・連携・協力による周知活動（30 団体以上） 

8 承継年金住宅融資等債権管理回収業務 

(1)業務運営コストの分析及び将来の収支把握 (1)将来の収支状況及び今後の課題を把握 

(2)年金住宅融資等債権の適切な債権管理 (2)財務状況等の把握、担保・保証等の評価 

(3)延滞債権の発生の抑制 (3)適時的確な回収及び必要な返済条件の変更措置 

(4)延滞債権の早期の債権回収 (4)督促、保証履行請求、担保処分等の適切な対応 

(5)定量目標の設定 

 ・長期延滞債権の回収処理（経済環境の著しい変動が

ない限り、総件数に対して 18%以上） 

(5)定量目標の設定 

 ・長期延滞債権の回収処理（経済環境の著しい変動が

ない限り、総件数に対して 18%以上） 

9 一時金支払等業務及び補償金支払等業務 

業務の適切かつ迅速な実施 業務の適切かつ迅速な実施 
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第 4 期中期計画 令和元年度計画 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 

1 業務・システムの効率化と情報化の推進 

(1)システムの導入及び改善の継続的な実施 (1)情報化推進計画に基づくシステム等の改善 

(2)情報管理担当部署の専門性を向上 (2)研修プログラムに基づく外部研修の活用 

(3)職員に対する研修等の実施 (3)IT 技能習得を推進する職員研修等の計画的な実施 

2 経費の節減 

(1)業務方法を改善して事務を効率化し、経費を節減 (1)業務方法を改善して事務を効率化し、経費を節減 

(2)公正かつ透明な調達手続きによる適切な調達 (2)調達等合理化計画に基づく一者応札等に対する取組 

(3)一般管理費及び業務経費の節減（平成 29 年度比 

一般管理費△15%程度、業務経費△5%程度） 
(3)業務の質の確保に留意しつつ、経費を節減 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

1 予算、収支計画及び資金計画 

効率化等の計画を反映した予算等の作成 効率化等の計画を反映した予算等の作成 

2 短期借入金の限度額 

限度額：95,500 百万円 限度額：95,500 百万円 

3 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 

年金担保貸付勘定及び労災年金担保貸付勘定の政府 

出資金等を業務廃止後に金銭納付により国庫納付 
なし 

4 3 の財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

なし なし 

5 剰余金の使途 

業務改善に係る支出の原資及び職員の資質向上のための

研修等の財源 

業務改善に係る支出の原資及び職員の資質向上のための

研修等の財源 

Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 

1 効率的かつ効果的な業務運営体制の整備 

(1)組織編成等の業務運営体制の継続的な見直し (1)組織編成等の業務運営体制の見直し 

(2)理事長のリーダーシップが反映される統制環境の維持強化 (2)経営企画会議等の効率的かつ効果的な運営 

(3)・業務間の連携強化等による業務の効率的な運営 

・効果的な情報発信及び広報活動 
(3)業務間の連携強化及び効果的な情報発信及び広報活動 

2 内部統制の充実 

(1)内部統制の更なる充実 (1)内部統制の点検・検証・見直しの実施 

(2)サイバー攻撃の防御力及び組織的対応能力の強化 (2)PDCA サイクルによる情報セキュリティ対策の改善 

3 職員の人事に関する事項 

(1)女性活躍や働き方改革の推進 (1)育児・介護等との両立支援、ワークライフバランスの推進 

(2)職員の資質向上を図る各種研修の実施 (2)若手職員の育成を目的とした各種専門研修の実施 

4 施設及び設備に関する計画 

なし なし 

5 積立金の処分に関する事項 

繰越積立金は業務の財源に充当 繰越積立金は業務の財源に充当 
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  7. 持続的に適正なサービスを提供するための源泉   

 

(1) ガバナンスの状況 

   近年の日本におけるガバナンス改革は、「スチュワードシップ・コード」や「コーポ

レートガバナンス・コード」の策定等により、グローバルスタンダートに沿った強化

が民間企業等の間で進められています。また、社会福祉法人においても、平成 28年の

社会福祉法の改正内容に、ガバナンス強化や透明性向上が盛り込まれました。 

   独立行政法人については、平成 26 年の独立行政法人通則法の改正において、法人

の内外から業務運営を改善し得るよう、法人内部のガバナンスを強化することが求め

られています。 

これらの背景を踏まえ、ＷＡＭでは、業務運営を効率的かつ効果的に実施すること

を目的とした「経営企画会議」及び経営の公正性と透明性を高めることを目的とした

「ガバナンス委員会」を設置し、それぞれがトップマネジメントを強力に補佐しなが

ら、適切に運営管理を図る体制を整備しています。 

経営企画会議においては、ＷＡＭの経営方針や経営計画等の重要事項について協議

し、各事業の進捗状況や業務プロセスを報告・管理することにより、役職員における

意思の統一及び課題等の共有を図っています。 

ガバナンス委員会においては、ＷＡＭのコンプライアンス、リスク管理（統合的リ

スク、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、システムリスク及び事務リスク等の

管理）、顧客保護等管理（金融円滑化管理を含む）に係るモニタリングにより、ガバナ

ンス態勢上の課題等の共有を図るとともに、継続的に態勢の見直しを行っています。 

（ガバナンス態勢） 
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(2) 役員等の状況 

  ① 役員の氏名、役職、任期、担当及び職歴 

   （令和 2年 3月 31日現在） 

役 職 氏  名 任   期 担   当 経   歴 

理事長 中村
なかむら

 裕一
ひろかず

 
自 平成 30 年 04 月 01 日 

至 令和 05 年 03 月 31 日 
 

菱進ホールディングス株式会社

取締役社長 

三菱 UFJ 信託銀行株式会社

執行役員 

理 事 原口
はらぐち

  真
まこと

 
自 令和 元年 10 月 01 日 

至 令和  3 年 9 月 30 日 

総務部・企画管理部・

情報事業部・福祉医療

貸付部（助成事業に限

る） 

厚生労働省大臣官房付 

【現役出向】 

理 事 風間
か ざ ま

 弘
こう

次
じ

 
自 令和 元年 10 月 01 日 

至 令和  3 年 9 月 30 日 

福祉医療貸付部（助成

事業を除く）・上席推

進役・経営サポートセ

ンター・年金貸付部・

大阪支店 

独立行政法人福祉医療機構

企画管理部長 

理 事 松縄
まつなわ

  正
ただし

 
自 令和 元年 10 月 01 日 

至 令和  3 年 9 月 30 日 

経理部・顧客業務部・

共済部 

ニッセイ・リース株式会社

取締役執行役員 

監 事 吉野
よ し の

  裕
ひろし

 

自 平成 30 年 7 月 01 日 

至 令和 4 年度の財務諸表

承認日 

 
ちばぎんアセットマネジメント

株式会社取締役社長 

監 事 
(非常勤) 大橋

おおはし

  裕子
ひ ろ こ

 

自 平成 30 年 07 月 01 日 

至 令和 4 年度の財務諸表

承認日 

 大橋裕子公認会計士事務所所長 

 

② 会計監査人の名称 

EY新日本有限責任監査法人 

 

 

(3) 職員の状況 

常勤職員は令和元年度末において 276人（前期末 273人）であり、平均年齢は 41.9

歳（前期末 41.7歳）となっています。このうち、国からの出向者は 7人、令和 2年 3

月 31日付退職者は 8人です。 

 

 

(4) 重要な施設等の整備等の状況 

  ① 当事業年度中に完成した主要施設等 

該当なし 

② 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充 

該当なし 

③ 当事業年度中に処分した主要施設等 

該当なし 
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(5) 純資産の状況 

  ① 資本金の額及び出資者ごとの出資額 

    資本金及び政府出資金について、当期減少額 74,027 百万円のうち 73,475 百万円

は、独立行政法人福祉医療機構法附則第 5 条の 2 第 6 項に基づく国庫納付（承継債

権管理回収勘定）によるものであり、残額の 552 百万円は、独立行政法人通則法第

46条の 2第 1項に基づく国庫納付（労災年金担保貸付勘定）によるものです。 

（単位：百万円） 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

政府出資金 494,334 － 74,027 420,308 

資本金合計 494,334 － 74,027 420,308 

 

② 目的積立金の申請状況、取崩内容等 

    令和元年度の当期総利益については、目的積立金の申請は行っていません。 

    前中期目標期間繰越積立金取崩額は、中期計画の「積立金の処分に関する事項」に

おいて定めた使途に基づき、平成 30 年 6 月 30 日付にて主務大臣から承認を受けた

441百万円のうち 9百万円（年金担保貸付勘定：9百万円、労災年金担保貸付勘定：

0.2百万円）について取り崩しを行ったものです。 

 

 

(6) 財源の状況 

  ① 財源の内訳 

    ＷＡＭの経常収益は 193,421 百万円であり各事業、業務の実施に必要となる財源

を適切に確保しています。主な内訳は、事業収入 121,527百万円（62.8％）、補助金

等収益 54,754百万円（28.3％）、業務収入 14,449百万円（7.5％）、運営費交付金収

益 1,675百万円（0.9％）となっています。 

    各勘定の財源の内訳は、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般勘定 
（福祉医療貸付事業、福祉医療経営指導
事業、福祉保健医療情報サービス事業、
社会福祉振興助成事業） 

共済勘定 
（退職手当共済事業） 

保険勘定 
（心身障害者扶養保険事業） 

事業収入

93.8%

運営費交付金収益

2.6%
補助金等収益

1.4%
その他

2.2%

合計

40,945

百万円

退職手当
共済事業

収入

54.9%

補助金等
収益

44.6%

運営費交付金収益

0.5%

その他

0.1%

合計

114,471

百万円

心身障害者
扶養保険

事業収入

99.6%

運営費交付金収益

0.4%

その他

0.1%

合計

19,185

百万円
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    なお、この他、独立行政法人福祉医療機構法第 17条に基づき厚生労働大臣の認可

を受けて、長期借入の実施及び独立行政法人福祉医療機構債券を発行しています。 

    借入等の実績は、福祉医療貸付事業において、長期借入金 206,000 百万円の実施

及び福祉医療機構債券 20,000百万円を発行、年金担保貸付事業において、福祉医療

機構債券 14,000百万円を発行しています。 

 

  ② 自己収入に関する説明 

    中期目標において、「運営費交付金以外の収入の確保」が定められていることから、

ＷＡＭでは、運営費交付金を充当して行う事業について、利用者負担に配慮しつつ、

適切なサービスや料金体系を確保するとともに、福祉医療経営指導事業及び福祉保

健医療情報サービス事業において、事業目的を損なわない範囲で自己収入の確保に

努めています。 

    令和元年度においては、福祉医療経営指導事業で集団経営指導（セミナー）の受講

料及び個別経営診断経営指導料などにより 73百万円、福祉保健医療情報サービス事

業ではバナー広告の掲載料などにより 4百万円の自己収入を確保しています。 

年金担保貸付勘定 
（年金担保貸付事業） 

労災年金担保貸付勘定 
（労災年金担保貸付事業） 

承継債権管理回収勘定 
（承継年金住宅融資等債権 

 管理回収業務） 

一時金支払等勘定 
（一時金支払等業務） 

補償金支払等勘定 
（補償金支払等業務） 

年金担保
貸付事業

収入

98.7%

その他

1.3%

合計

1,168

百万円

労災年金
担保貸付

事業収入

98.7%

その他

1.3%

合計

19

百万円

承継債権
管理回収

業務収入

99.9%

その他

0.1%

合計

14,463

百万円

交付金収益

99.9%

その他

0.1%

合計

1,653

百万円

交付金収益

100.0%

その他

0.0%

合計

1,518

百万円



18 

 (7) 社会及び環境への配慮等の状況 

   ＷＡＭの業務における環境配慮については、「環境物品等の調達の推進を図るため

の方針」を策定し、環境物品等の調達を推進しているほか、電気やコピー用紙等の使

用量を定期的に把握し、削減に努めております。 

また、社会への配慮の一環として、育児・介護等との両立支援、ワーク・ライフ・

バランスの推進など、全ての職員が働きやすい職場づくりに取り組んでいます。 
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  8. 業務運営上の課題・リスク及びその対応策   

 

(1) リスク管理の状況 

ＷＡＭが保有するリスクの管理を適切に行うため、「リスク管理方針」を定めてい

ます。そのうえで、各リスクに関する管理規程等を定め、当該規程に基づき設置した

統括管理責任部署が中心となって各リスクの特定・評価を行い、理事及び監事が出席

するガバナンス委員会において定期的に報告しています。 

こうした活動については、組織内のイントラネットを通じて全役職員で認識を共

有するとともに、当該活動結果を踏まえた関連規程等の見直しを行っています。 

また、内部統制の仕組みが有効に機能しているかについて、「独立行政法人の業務

の適正を確保するための体制等の整備」（平成 26 年 11 月 28 日総務省行政管理局通

知）を踏まえた点検を実施し、理事長による総括評価を行っています。 

さらに、リスク・アプローチに基づく内部監査により、内部統制の有効性について

点検・検証し、必要な改善活動を推進しています。 

 

 

（ＷＡＭにおけるリスク管理態勢） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、ＷＡＭのリスク管理については、各業務の健全性及び適切性の確保を図るた

め、「3線防御（3 Lines of Defense）」の仕組みを導入しています。 

 

理事長

ガバナンス委員会

監事

各部署（該当するリスク等を保有している現場）

法令等
遵守

顧客保護等
金融

円滑化

各リスク等の統括管理責任部署

法令等遵守
統括管理責

任部署

顧客保護等
統括管理責

任部署

金融円滑化
統括管理責

任部署

市場ﾘｽｸ
流動性ﾘｽｸ

ｼｽﾃﾑﾘｽｸ

【リスク管理態勢】

統合的ﾘｽｸ
信用ﾘｽｸ
資産査定

事務ﾘｽｸ等

信用リスク
等統括管理
責任部署

市場リスク
等統括管理
責任部署

ｼｽﾃﾑﾘｽｸ
統括管理責

任部署

事務リスク
等統括管理
責任部署

統合的ﾘｽｸ
統括管理責

任部署

リスク等に係る指示 リスク等に係る状況報告

【顧客対応態勢】【法令等遵守態勢】

報告・指示

内部監査

役員会

審議・報告事項

監査室

付議

監事監査
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（3線防御（3 Lines of Defense）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況 

   ＷＡＭの保有する主なリスク及びその対応状況は、以下のとおりです。 

   なお、こうした活動はガバナンス委員会等へ定期的に報告され、ガバナンス態勢の

実効性を確認するとともに、態勢上の弱点及び課題など改善すべき点の有無並びにそ

の内容を適切に検証し、必要な見直しを行っています。 

   また、①信用リスク、②市場リスク、③流動性リスクの詳細につきましては、直近

の債券内容説明書をご参照ください。 

 

①  信用リスク 

貸付先の財務状況の悪化等により、貸付債権の価値が減少又は消失することで、

債権の回収が不可能又は困難となり、損失を被る可能性があります。 

そのため、当該債権の早期把握に努め、必要に応じて再建計画策定の指導及び整

理・回収を行うとともに、自己査定を踏まえた償却・引当を適切に実施するなど、

信用リスク管理の取組みを推進しています。 

・福祉医療貸付事業については、リスク管理債権化した貸付先の指導を行っていま

す。さらに経営悪化の未然防止の観点から、リスク管理債権化するおそれのある貸

付先（イエローゾーン先）の抽出、定期的なモニタリング等を実施しています。こ

れらの取組み状況については、ガバナンス委員会から委嘱を受けた「信用リスク分

科会」において審議等を行っています。加えて、モニタリング等の実効性の確認、

検証及び必要な見直しを行い、議事要旨をガバナンス委員会へ報告しています。 

・年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業については、利用者のほぼ全てが利

用している信用保証制度により、損失発生のリスクが軽減されています。 

・承継年金住宅融資等債権管理回収業務については、受託金融機関等と密接に連携

し、回収に努めております。貸付債権 の 9 割超が受託金融機関等による保証（機関

保証）付の債権（転貸法人への貸付及び個人向けの住宅金融支援機構との併せ貸し

等）であり、機関保証のない債権についても、連帯保証人の付保や不動産担保を徴

求する等の債権保全を図っています。 

・心身障害者扶養保険事業については、生命保険会社各社の信用状況について、定

期的なモニタリングを実施しています。主な項目には、各社の毎事業年度の「決算

第 1 線：各事業・業務部門の所属長のコントロールのもと、日々の業務で生じるリスクを特定し、現場

におけるリスク管理の内部統制を整備することにより、業務の適切性を確保しています。 

第 2 線：第 1 線のモニタリング・指導を担っており、第 1 線とは独立した管理部門が実施することで牽

制機能を発揮し、業務執行の適切性を堅固にしています。「統合的リスク管理」は企画管理部、

「顧客保護等」は総務部が担っています。 

第 3 線：業務執行の監査機能を担っています。理事長直轄の組織である監査室が、第 1 線の業務執行の

適切性及び第 2 線のモニタリング・指導の有効性を点検・検証するとともに、更に内部統制が

有効に機能するために必要な助言等を行います。 

https://www.wam.go.jp/hp/saiken-saiken-tabid-318/#1
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報告」、四半期毎の「ソルベンシーマージン比率」、「発行体格付」、「財務格付」

等があります。また、それらの情報については、外部有識者からなる年次の「心身

障害者扶養保険事業財務状況検討会」に諮り、審議いただいています。 

 

② 市場リスク 

社会経済状況の変化及び金利を始めとする様々な市場のリスク・ファクターの変

動により、資産・負債の価値が変動し、損失を被る可能性があります。 

・福祉医療貸付事業及び年金担保貸付事業については、貸付の期間と資金調達の期

間構成に不一致が生じることにより、再調達時に金利が上昇（変動）するリスクが

あります。 

そのため、ＡＬＭの手法による計測・分析を活用し、金利変動等により生じる不

一致を極小化するよう努めています。 

・心身障害者扶養保険事業については、扶養保険資金を国内外の債券及び株式で運

用しているため、価格が変動するリスクがあります。そのため、運用資産の過去の

市場の動向等を把握・分析のうえ、収益とリスクを考慮した「基本ポートフォリオ

の構成割合」を決定し、必要に応じてリバランス等の措置を講じ、運用での損失リ

スクの最小化を図っています。 

 なお、運用状況については、外部有識者からなる年次の「心身障害者扶養保険事

業資産運用委員会」で審議されています。 

 

③ 流動性リスク 

市場環境変化及び想定外の貸付実行や回収遅延等により、必要な資金確保が困難

になり、資金繰りがつかなくなる場合や、通常よりも著しく高い金利での資金調達

を余儀なくされることで、損失を被る可能性があります。 

・福祉医療貸付事業では、資金不足が生じないよう、日々の貸付実行・回収の予定

を精査し、その他の事業においても資金繰りを厳正に管理しております。      

 また、資金調達は、財政融資資金(※)及び債券発行といった長期的かつ安定的な調

達手段に加えて、複数の民間金融機関からの短期借入金を活用しております。債券

発行にあたっては、適切な発行条件で資金調達できるよう、起債動向及び市場環境

の把握に努めています。 

   （※）財政融資資金は、福祉医療貸付事業の貸付原資として借入れしています。 

・心身障害者扶養保険事業については、加入者が納付する保険金及び国や地方公共

団体が納付する特例保険金の収入予定額及び年金給付保険金の支出予定額等を把

握し、資金繰りを管理するなか、遅滞なく年金給付保険金の支払いができるよう、

必要に応じて長期運用資産の一部を短期資産に振り替えています。 

・各事業の余裕金の運用にあたっては、運用先金融機関の財務状況や格付状況等に

ついて定期的に確認するとともに、金融機関毎に格付と資本額に応じた運用限度額
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を設定し、特定の金融機関に過度に運用資産が集中しないようリスクの軽減を図る

ための措置を講じています。 

 

④ システムリスク 

コンピュータシステムのダウン又は誤作動等のシステム不備、コンピュータの不

正使用及び外部からの不正アクセス等により、損失を被る可能性があります。 

そのため、システム、データ、ネットワーク、関連機器等に関するセキュリティ

の管理、データ保護、データ不正使用防止及びウイルス等不正プログラムの侵入、

外部者による情報の盗難の防止等の措置を実施しています。 

また、情報セキュリティ対策として情報管理担当部署による情報セキュリティイ

ンシデント対処に関する厚生労働省との連携訓練（ＣＳＩＲＴ連携）の実施や全役

職員向けに情報セキュリティ研修を実施するなど、サイバー攻撃への防御力及び対

応能力の強化に努めています。 

 

⑤ 事務リスク等 

役職員等又は外部委託先が正確な事務を怠ること又は事故・不正を起こすこと等

により、損失を被る可能性があります。 

そのため、業務手順及びマニュアルの整備、再鑑・チェック体制の徹底、業務処

理状況の定期的な点検、システム化の推進、各担当者に対する研修等を通じて、適

切な業務の遂行に努めています。 

また、各事業・業務部門とは独立した管理部門において、適時性・適切性を強く

意識したモニタリング・指導を実施しており、牽制機能が発揮される態勢を整備し

ています。 

 

⑥ その他のリスク 

（法令等遵守） 

コンプライアンスについての解説及び違法行為を発見した場合の対処方法等を

網羅した「コンプライアンスに関する行動指針」を定めるとともに、年度毎にコン

プライアンスを充実、強化するための具体的な実践計画である「コンプライアンス・

プログラム」を定め、研修等を通じて役職員に周知する等、法令等遵守に関する取

組みを推進しています。 

 

（顧客保護等） 

顧客に対する「説明及び情報提供」、顧客からの「相談要望及び苦情対応」、顧客

情報の「漏えいの防止等の情報管理」を柱とした「顧客保護管理方針」及び関連規

程等を定め、顧客保護等の管理を適切に行うための取組みを推進しています。 
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  9. 業務の適正な評価の前提情報   

 

業務の適正な評価の前提情報となるＷＡＭの各事業スキーム等は、以下のとおりです。 

 

(1) 福祉医療貸付事業 

  社会福祉施設及び医療施設等を整備する際に必要となる建築資金等に対して、「長期・

固定・低利」の融資を行い、福祉医療基盤の維持・向上を図っています。（図-1） 

融資にあたっては、国の政策優先度に応じた優遇措置を講じて政策実現を後押しする

とともに、災害や金融環境変化等の緊急時における資金需要に迅速かつ機動的に対応し

ています。 

特に新型コロナウイルス感染症については、影響を受けた福祉・医療関係施設に対し

て経営に必要な資金の融資や貸付金の返済猶予の措置を講じるなどの対応を迅速に開

始しています。 

  また、福祉医療基盤の経営安定を確保する観点から、事業者が民間金融機関からの資

金調達を円滑に行えるよう、民間金融機関との協調融資の利用促進にも積極的に取り組

んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜貸付残高の推移（福祉・医療別）＞  ＜令和元年度末 施設種類別残高（福祉・医療別）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.wam.go.jp/hp/cat/fukusikasituke/
https://www.wam.go.jp/hp/cat/fukusikasituke/
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＜図-1 政策融資による重要施策への貢献＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

政策融資の特性を活かし、施設開設者の経営を安定させ、国民の福祉医療に対する安心

の確保に貢献しています。（図-2） 

＜図-2 福祉医療貸付の実績＞ 
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(2) 福祉医療経営指導事業 

  民間の社会福祉施設及び医療施設等の経営者や地方公共団体、福祉医療関係団体等に

対して、福祉・医療をテーマとした各種調査やレポートを公表する「リサーチ」、最新の

政策動向や先駆的な取組事例を情報提供する「セミナー」、各施設が抱える課題の解決を

支援する「コンサルティング」の３つの手法を活用して、施設経営の効率化・安定化を

支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＷＡＭでは、融資先から毎年ご提出いただく事業報告書（財務諸表等）に基づき、各

種法人・施設の経営状況を分析しています。その分析結果をＷＡＭに蓄積している知見

と併せて、広く全国の福祉医療施設向けに発信しています。（図-3） 

  本事業は、「オール・ジャパンの福祉医療施設の経営安定化への貢献」を目的として、

高齢者・児童・障害者を含めた国民全体に対する福祉医療サービスの安定的提供に寄与

しています。 

 

＜図-3 オール・ジャパンの福祉医療施設への経営支援（令和元年度）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・社会福祉法人         ・軽費老人ホーム（ケアハウス） 

・特別養護老人ホーム      ・保育所及び認定こども園 

・小規模多機能型居宅介護事業  ・医療法人 

・認知症高齢者グループホーム  ・病院 

・養護老人ホーム           ・介護老人保健施設 

・障害福祉サービス事業（居住系、日中活動系、児童系） 

・訪問介護事業所        ・通所介護事業所 
 

【各種リサーチレポート】 【経営動向調査】 

WAM 短観（四半期ごと） 

・社会福祉法人及び特別養護老人ホーム 

・病院及び医療法人 
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https://www.wam.go.jp/hp/cat/keieisupport/


26 

(3) 社会福祉振興助成事業 

  国の政策に連動した助成テーマを設定し、ＮＰＯやボランティア団体などが行う民間

福祉活動に対する助成とともに、ガバナンス強化の支援等を実施しています。 

高齢者・障害者等が地域のつながりの中で自立した生活を送れるよう、また、子ども

たちが健やかに安心して成長できるよう、民間の創意工夫ある活動や地域に密着したき

め細かな活動を支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜助成金額・件数の累計＞                   ＜分野別の採択件数割合＞  

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

本事業は、様々な公的制度の対応が十分に行き届かない社会福祉領域の「制度の狭間」

にある課題に対し、柔軟に対応する「ＮＰＯ等の市民活動」を助成により支援していま

す。（図-4） 

 

＜図-4 制度の狭間への支援（イメージ）＞     ＜平成 30年度助成事業の事後評価結果＞ 

 

 

 

 

 

  

支援対象者数：延べ 429,981 人 
 
支援対象者の満足度：94.7％ 

（うち最高評価 65.8%） 
 
新たなネットワーク（他団体・行政機関等 
との連携）を構築した団体：138 団体 
 
マスコミに取り上げられた団体：82 団体 

https://www.wam.go.jp/hp/cat/wamjosei/
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(4) 退職手当共済事業 

  社会福祉法人が経営する社会福祉施設等を退職された方へ退職手当金を支給してい

ます。退職手当共済制度を安定的に運営することにより、処遇の向上を通じて施設に従

事する人材の確保と定着に貢献しています。 

  本事業は、社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき運営されています。退職手当

金の財源は、共済契約者（施設経営者）、国、都道府県の三者が負担しており、職員個人

の負担はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜支給件数及び支給金額の推移＞   ＜加入職員数の増加の推移＞      ＜施設別加入職員数＞ 

 

 

 

 

 

 

 

福祉業界における担い手不足が続く中、退職手当共済制度の運営により、社会福祉施

設等における職員の定着に大きく貢献（図-5）することで、喫緊の政策課題である、介

護離職防止、子育て環境の整備、待機児童ゼロを支える担い手の確保・安定化にも寄与

しています。 

また、ＷＡＭでは、全国約 1.7万法人の社会福祉施設退職共済事務を一括で処理して

います。 

 

＜図‐5 離職率の比較＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 全産業は、厚生労働省「雇用動向調査」を基にＷＡＭ作成 

※ 雇用動向調査：調査対象に関して、労働時間の条件はない。 

退職手当共済：雇用期間を定めて雇用される職員で、労働時間が就業規則で定める正規職員の所定労働時間の 3 分の 2 未満の者

を含まないなど、退職手当共済の加入要件を満たす職員に限る。 

※ 離職率は、次の方法により算出している。 

<全産業の離職率>  離職者数 ÷ 1 月 1 日現在の常用労働者数        <本共済加入職員の離職率>  退職者数 ÷ 加入職員数 

退職手当共済制度の加入者は

低い離職率を維持しています。 

https://www.wam.go.jp/hp/cat/taisyokuteate/
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(5) 心身障害者扶養保険事業 

各都道府県・指定都市が条例に基づき実施している「心身障害者扶養共済制度（※）」

において、都道府県・指定都市が加入者に対して負う責任をＷＡＭが一元的に保険する

事業です。 

全国的な規模でＷＡＭが保険することにより、加入者の住所移動時における継続加入

や年金資産の効率的な運用を実現し、制度を安定的に実施しています。 

なお、第 4期中期目標において、将来的に事業の安定的な運営に支障が見込まれる場

合には厚生労働大臣に対し、その旨申し出ることとされています。 

（※）心身障害者扶養共済制度 

障害のある方を扶養している保護者が、毎月、一定の掛金を納めることにより、加入者（保

護者）に万一のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する任意加入の

制度です。保護者が抱く不安の軽減を図り、障害のある方の生活の安定の一助と福祉の増進

を目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜加入者数、受給者数及び年金給付金の推移＞  ＜安定的な業務運営の取組み＞ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

＜事務の一元化による制度の安定と効率化＞ 

 

 

 

 

①生命保険料支払・保険金受取 

②財政検証 

③年金資産運用 

④年金支払（自治体向け一括） 

事務はＷＡＭにて一括処理 

 

 

 

 

福祉医療機構 
ＷＥＬＦＡＲＥ ＡＮＤ ＭＥＤＩＣＡＬ ＳＥＲＶＩＣＥＷＥＬＦＡＲＥ ＡＮＤ ＭＥＤＩＣＡＬ ＳＥＲＶＩＣＥ

https://www.wam.go.jp/hp/cat/sinsinsyogaihoken/
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(6) 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業） 

 福祉・保健・医療に関する制度や施策、その取組み状況等の各種情報を幅広く提供す

ることにより、福祉と医療を支援する総合情報提供サイトです。 

 また、各事業の事務効率化や情報セキュリティ確保等をＩＣＴ（情報通信技術）活用

によって支援するため、ＷＡＭ ＮＥＴ基盤の更なる活用を推進するなど、国の進める

「デジタル・ガバメント実行計画」（平成 30 年 1 月 16 日ｅガバメント閣僚会議決定）

を踏まえ、事業を実施しています。  

近年では、独立行政法人という公的な主体が運営する信用力を活かし、国の施策に基

づく「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」及び「障害福祉サービス等情報公

表システム」の管理・運営を通じて、これらのシステムの利用者に対して一元的かつ正

確な情報の基盤を提供しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   本事業で運営しているＷＡＭ ＮＥＴは、福祉・保健・医療に関する各種情報を総合

的に提供しており、一般の方、施設経営者、行政機関など、様々な方々に利用されて

います。（図-6） 

 

＜図‐6 ＷＡＭ ＮＥＴ利用者＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://www.wam.go.jp/hp/cat/wamnetjigyo/
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＜主なＷＡＭ ＮＥＴコンテンツ＞ 

  提供情報の質と量の充実を図るとともに、利用者の利便性の向上に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護離職ゼロの実現に向けて

介護保険制度や介護サービスをはじめ、仕事と介護の両立のための制度などの情報を知ることができます。

行 政情 報

国で開催される会議の資料や情報など、国の制度やその動向などに関する情報を知ることができます。

介護支援専門員関連情報
（ケアマネジャー）

ケアマネジャーの業務内容を調べたり、介護サービス関係Q&Aを活用することができます。
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＜国の公表制度に係るシステムの運営＞ 

  国の施策に基づき、社会福祉法人や障害福祉サービス等事業所の情報を公表しています。

また、令和 2年度には、新たに子ども・子育てに関する情報提供を開始する予定です。 

 

 

 

 

 

＜もっと身近に情報活用＞ 

 

 

＜WAM NET 利用状況（年間ヒット件数）＞      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＷＡＭ ＮＥＴスマートフォンサイトやＴｗｉｔｔｅｒ、ＷＡＭ ＮＥＴメールマガジンなど利用者サ
ービスの向上にも取り組んでいます。 

 

ヒット件数は増加傾向にあり、令和元年度は、約 1億 6千万件を達成しました。 

 

制度解説コーナー

ケアマネジャーの業務内容を調べたり、介護サービス関係Q&Aを活用することができます。

 
① 社会福祉法人の財務諸表等 

電子開示システム 
 
② 障害福祉サービス等 

情報公開システム 
 
③ 子ども・子育て支援 

情報公表システム 

✓ 社会福祉法人の活動状況の 

   透明化を確保 
  （全国約 2 万法人） 

✓ 個々のニーズに応じた良質な 
  サービス選択の実現 

  （全国約 16 万事業所） 

✓ 令和 2 年 9 月サービス開始予定 
✓ 全国の特定教育・保育施設なら 

  びに認可外保育施設等に係る情 
  報を提供 

R1 ヒット件数 

1 億６千万件 

 

※H30 は「障害福祉サービス等情報公表システム」の稼働初年度のため、新旧システムが同時に 
稼働していたことにより、一時的にヒット件数が増加している 
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(7) 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業 

  年金受給者に対して、その年金受給権を担保として、医療費等の一時的に必要な小口

の資金を融資することにより、高齢者等の生活の安定を支援しています。 

なお、両事業については、令和 2年 5月に成立した「年金制度の機能強化のための国

民年金法等の一部を改正する法律」において「事業廃止」が決定され、令和 3年度末に

新規貸付の申込受付を終了することとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで、制度改正の実施により、事業規模を縮減するとともに、利用者にとって必要

かつ無理のない制度運営を図ってきました。 

現在は、円滑な事業の終了に向けて、新規貸付の終了時期及び利用可能な他制度等に関

する周知活動にも注力しています。 

 

＜新規貸付の件数・金額の推移＞        ＜周知広報の主な取組み＞  

 

 

 

  
令和元年度末残高 

件数：15.7 万件 

金額：464 億円 

 広報チラシを受託金融機関・年金事務所等

へ送付し、窓口での周知への協力を依頼 

 ホームページに必要な解説を掲載 

 電話（24 時間自動応答システム）で新規申

込受付終了の予告アナウンスを開始 

 受託金融機関説明会を開催し、窓口での利

用者に対する周知方法等について説明 

重層的な対応を実施し、利用者等の混乱を回避 

（※）両事業を合計して作成している。 

広報チラシの作成、ホームページの掲載など、
多様な方法により周知広報を図っています。 

 

事業規模は着実に縮減していますが、依然として
年金受給者の一時的な資金ニーズは根強く見られ
ます。 

https://www.wam.go.jp/hp/cat/nenkinrousaikasituke/
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(8) 承継年金住宅融資等債権管理回収業務 

  本業務は、旧年金福祉事業団等が年金を財源として貸付を行った住宅取得等の資金に

係る債権の管理回収を行っています。ＷＡＭは、平成 18 年 4 月に旧年金資金運用基金

より承継しており、当該債権の回収が終了するまでの間、業務を実施します。 

なお、回収金は定期的に国に納付しており、年金給付の財源として活用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務承継以来、約 4兆 1,000億円の住宅ローン等の元利金を回収することにより、

国の年金制度運営に貢献しています。 

 

＜国庫納付額（累計）の推移＞         ＜融資残高の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜年金給付財源への貢献＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年金受給者 
国 

（年金特別会計） 

※基礎年金の 1/2 は国庫負担 

 ＷＥＬＦＡＲＥ ＡＮＤ ＭＥＤＩＣＡＬ ＳＥＲＶＩＣＥＷＥＬＦＡＲＥ ＡＮＤ ＭＥＤＩＣＡＬ ＳＥＲＶＩＣＥ

福祉医療機構 

国庫納付 年金給付 

保険料 

被保険者 
年金受給者への 

給付財源に貢献 

納付時期を早期化して 

国庫に貢献 

※元金部分に係る国庫納付を年に一度

から四半期毎に早期化 

https://www.wam.go.jp/hp/cat/syokeinenkinkaisyu/
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(9) 一時金支払等業務及び補償金支払等業務 

  令和元年度より、国からの委託を受けて、旧優生保護法に基づく優生手術等を受け

た方に対する一時金及びハンセン病元患者家族に対する補償金の支払いを行っていま

す。 

なお、本業務の根拠となるそれぞれの法律は、議員立法により国会において全会一

致で成立し、公布・施行されたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜支払件数・金額＞ 

（金額単位：百万円）                  （金額単位：百万円） 

区分 件数 金額  区分 件数 金額 

(1) 一時金 476 1,524  (2) 補償金 1,061 1,459 

 

  

https://www.wam.go.jp/hp/cat/kyuyuseihogo/
https://www.wam.go.jp/hp/cat/hosyokin/
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  10. 業務の成果と使用した資源との対比   

 

(1) 自己評価 

  令和元年度においても、第 4期中期目標の達成に向けて、中期計画及び年度計画に基

づき、業務運営を行ってまいりました。ＷＡＭの各事業（セグメント別）の自己評価と

行政コストとの関係の概要については、以下のとおりです。 

  なお、詳細につきましては、業務実績の評価結果をご覧ください。 

 

項  目 評価（注 1） 行政コスト（注 2） 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

1 福祉医療貸付事業 Ａ 34,780 百万円 

2 福祉医療経営指導事業 Ａ 697 百万円 

3 社会福祉振興助成事業 Ｂ 1,035 百万円 

4 退職手当共済事業 Ａ 116,588 百万円 

5 心身障害者扶養保険事業 Ｂ 22,735 百万円 

6 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業） Ａ 794 百万円 

7 年金担保貸付及び労災年金担保貸付事業 Ｂ 
(年担)  1,087 百万円 

(労担)  1,019 百万円 

8 承継年金住宅融資等債権管理回収業務 Ｂ 1,407 百万円 

9 一時金支払等業務及び補償金支払等業務 Ｂ 
(一時金)  1,653 百万円 

(補償金)  1,518 百万円 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する事項 

1 業務・システムの効率化と情報化の推進 Ｂ  

2 経費の節減 Ｃ  

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

1 財務内容の改善に関する事項 Ｂ  

Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 

1 効率的かつ効果的な業務運営体制の整備 Ｂ  

2 内部統制の充実 Ｂ  

3 人事に関する事項 Ｂ  

（注 1）評価区分 

   Ｓ：所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる。 

   Ａ：所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 

   Ｂ：所期の目標を達成していると認められる。 

Ｃ：所期の目標を下回っており、改善を要する。 

Ｄ：所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。 

  （注 2）各事業、業務にかかる行政コストについては、P42の説明をご覧ください。 

  

https://www.wam.go.jp/hp/koukai-tabid-63/koukai-jisseki-tabid-118/
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(2) 当中期目標期間における主務大臣による過年度の総合評定の状況 

 

区 分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 

評 定 Ｂ － － － － 

理 由 

（平成 30 年度） 

項目別評定は 14 項目中、Ａが 3 項目、B が 10 項目、C が 1 項目であり、うち重

要度「高」であるものはＡが 3 項目、B が 1 項目ある。 

加えて、全体の評定を引き下げる事象はなかったことから、厚生労働省独立行政法

人評価実施要領に定める総合評定の評価基準に基づき算出した結果、B とした。 

 

（注）評価区分 

   Ｓ：法人の活動により、全体として中期目標における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が 

得られていると認められる。 

   Ａ：法人の活動により、全体として中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると認めら 

れる。 

   Ｂ：全体としておおむね中期目標における所期の目標を達成していると認められる。 

Ｃ：全体として中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する。 

Ｄ：全体として中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。
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  11. 予算と決算との対比   

   

予算と決算との対比は、以下のとおりです。 

令和元年度の予算額と決算額とで差額が生じている項目もありますが、いずれも事

業、業務の実施に影響を与えるものではありません。 

                                              （単位：百万円） 

項目 予算額 決算額 差額 

（収入）    

運営費交付金 2,239 2,239 － 

国庫補助金 28,530 28,381 △ 149 

利子補給金 3,516 3,516 － 

その他政府交付金 29,413 29,413 － 

福祉医療貸付事業収入 37,540 38,792 1,252 

経営指導事業収入 52 73 21 

福祉保健医療情報サービス事業収入 4 4 0 

社会福祉振興助成事業収入 11 11 － 

退職手当共済事業収入 92,910 90,086 △ 2,824 

心身障害者扶養保険事業収入 31,197 33,059 1,862 

年金担保貸付事業収入 1,272 1,141 △ 131 

労災年金担保貸付事業収入 21 19 △ 2 

承継債権管理回収業務収入 14,764 14,545 △ 219 

寄附金収入 200 163 △ 37 

利息収入 1 16 15 

雑収入 13 15 2 

計 241,682 241,474 △ 208 

（支出）    

福祉医療貸付事業費 36,485 32,533 △ 3,952 

東日本大震災復興福祉医療貸付事業費 44 44 0 

社会福祉振興助成金 808 789 △ 19 

退職手当共済事業費 120,488 114,152 △ 6,336 

心身障害者扶養保険事業費 31,197 33,059 1,862 

年金担保貸付事業費 990 838 △ 152 

労災年金担保貸付事業費 15 12 △ 3 

一時金支払金 10,914 1,524 △ 9,390 

補償金支払金 5,316 1,459 △ 3,857 

業務経費 3,871 3,244 △ 627 

一般管理費 390 342 △ 48 

人件費 2,931 2,667 △ 264 

返還金 － 2 2 

計 213,448 190,665 △ 22,783 
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  12. 財務諸表   

 

要約した法人単位の財務諸表は、以下のとおりです。なお、各財務諸表の概要につい

ては、P41以降をご覧ください。 

 

 (1) 貸借対照表（令和 2年 3月 31日） 

（単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 

流動資産 534,516 流動負債 292,208 

 現金及び預金等 207,129  
１年以内返済予定 

借入金・債券等 
279,203 

 
１年以内回収予定 

長期貸付金 
322,553  その他 13,005 

 その他 4,834    

固定資産 3,427,432 固定負債 3,113,001 

 有形固定資産 105  借入金・債券等 3,081,508 

 無形固定資産 1,257  その他 31,493 

 長期貸付金等 3,422,837 法令に基づく引当金等 118,108 

 その他 3,233 負債合計 3,523,318 

   純資産の部 金額 

   資本金 420,308 

   資本剰余金 △ 798 

   利益剰余金 19,121 

   純資産合計 438,630 

資産合計 3,961,948 負債純資産合計 3,961,948 

    ※ 貸借対照表の概要については P41 をご参照ください。 
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(2) 行政コスト計算書（平成 31 年 4月 1日～令和 2年 3 月 31 日） 

    （単位：百万円） 

科目 金額 

Ⅰ損益計算書上の費用 183,767 

Ⅱその他行政コスト  

減価償却相当額 1 

Ⅲ行政コスト 183,768 

   ※ 各勘定の行政コストの概要については P42 をご参照ください。 

 

(3) 損益計算書（平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31日） 

                           （単位：百万円） 

科目 金額 

経常費用（Ａ） 177,890 

 業務費 176,768 

  業務経費等 174,723 

  人件費 1,613 

  減価償却費 432 

 一般管理費 1,120 

  管理経費等 418 

  人件費 673 

  減価償却費 28 

 その他 3 

経常収益（Ｂ） 193,421 

 補助金等収益等 56,429 

 事業収入等 136,186 

 その他 806 

臨時損失（Ｃ） 5,876 

臨時利益（Ｄ） 10,508 

前中期目標期間繰越積立金取崩額（Ｅ） 9 

当期総利益（Ｂ＋Ｄ－Ａ－Ｃ＋Ｅ） 20,172 

   ※ 各勘定の当期総利益（損失）については P43 をご参照ください。  
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(4) 純資産変動計算書（平成 31 年 4月 1日～令和 2年 3 月 31 日） 

 （単位：百万円） 

区分 Ⅰ 資本金 Ⅱ 資本剰余金 Ⅲ 利益剰余金 
Ⅳ 評価・換

算差額等 
純資産合計 

当期首残高 494,334 △ 797 14,975 － 508,513 

当期変動額 △ 74,027 △ 1 4,146 － △ 69,882 

当期末残高 420,308 △ 798 19,121 － 438,630 

    ※ 純資産の変動要因については P45 をご参照ください。 

 

 

(5) キャッシュ・フロー計算書（平成 31年 4月 1日～令和 2年 3月 31 日） 

                                 （単位：百万円） 

区分 金額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー 86,012 

 人件費支出 △ 2,660 

 補助金等収入 88,708 

 事業収入等 136,707 

 その他収入・支出 △ 136,744 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー △ 11,911 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー △ 68,957 

Ⅳ資金増加額（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ） 5,144 

Ⅴ資金期首残高 29,462 

Ⅵ資金期末残高（Ⅳ＋Ⅴ） 34,606 
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  13. 財政状態及び運営状況の法人の長による説明情報   

 

(1) 各財務諸表の概要 

① 貸借対照表 

  国からの出資金 420,308 百万円及び利益剰余金 19,121 百万円等から構成される純

資産 438,630百万円を計上しており、事業、業務の実施に支障のない内容となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資産の部 金額 負債の部 金額 

流動資産 534,516 流動負債 292,208 

 現金及び預金等 207,129  
１年以内返済予定 

借入金・債券等 
279,203 

 
１年以内回収予定 

長期貸付金 
322,553  その他 13,005 

 その他 4,834    

固定資産 3,427,432 固定負債 3,113,001 

 有形固定資産 105  借入金・債券等 3,081,508 

 無形固定資産 1,257  その他 31,493 

 長期貸付金等 3,422,837 法令に基づく引当金等 118,108 

 その他 3,233 負債合計 3,523,318 

   純資産の部 金額 

   資本金 420,308 

   資本剰余金 △ 798 

   利益剰余金 19,121 

   純資産合計 438,630 

資産合計 3,961,948 負債純資産合計 3,961,948 

勘定名 資産額 

一般勘定 3,351,508 

共済勘定 52,700 

保険勘定 70,949 

年金担保貸付勘定 47,176 

労災年金担保貸付勘定 3,167 

承継債権管理回収勘定 410,092 

一時金支払等勘定 10,251 

補償金支払等勘定 16,105 

法人全体 3,961,948 

・資本金 420,308百万円は全額国からの出資金となっています。 
・資本剰余金△798 百万円は、社会福祉・医療事業団から承継した特定資産の国庫納付から生じる減資差益

1,095 百万円から同事業団から承継した特定資産の売却及び除却による除売却差額相当累計額△1,773 百

万円と減価償却相当累計額△120百万円を差し引いたものです。 

① 

・法人全体では、福祉医療貸付及び年金担保
貸付の財源となる借入金、福祉医療機構債
券で約 95.4％を占めています。 

・法令に基づく引当金等として 118,108 百万
円を計上しています。 

 （内訳） 

  ▸ 退職手当給付費支払資金 

   50,201百万円（共済勘定） 

  ▸ 心身障害者扶養保険責任準備金 

  67,908百万円（保険勘定） 

法人全体では、一般勘定及び承継債権管理回収勘定の 2 

勘定の資産で約 94.9％を占めています。 

（単位：百万円） 

③ 

② 

＜③ 純資産構成＞ 

＜① 資産構成＞ ＜② 負債構成＞ 
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【総資産の経年比較（区分経理によるセグメント情報）】 
                               （単位：百万円） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

一 般 勘 定 3,413,177 3,398,196 3,460,420 3,406,804 3,351,508 

共 済 勘 定 34,124 38,761 45,227 51,162 52,700 

保 険 勘 定 74,340 74,150 75,020 74,303 70,949 

年 金 担 保 貸 付 勘 定 92,662 70,530 57,876 51,863 47,176 

労災年金担保貸付勘定 4,479 4,471 4,465 3,719 3,167 

承継債権管理回収勘定 906,308 765,299 586,601 486,223 410,092 

一 時 金 支 払 等 勘 定     10,251 

補 償 金 支 払 等 勘 定     16,105 

合  計 4,525,090 4,351,407 4,229,608 4,074,074 3,961,948 

      ※ 一般勘定、年金担保貸付勘定、労災年金担保貸付勘定及び承継債権管理回収勘定では、長期貸付金

が総資産の大半を占めています。 

 

 

② 行政コスト計算書（P39をご参照ください。） 

独立行政法人会計基準の改訂（平成 30 年 9 月 3 日）に伴い、令和元年度の財務諸

表作成時より従来の行政サービス実施コスト計算書に代わり行政コスト計算書を作

成しています。 

令和元年度の法人全体の行政コストは 183,768百万円であり、主な発生要因は次の

とおりです。共済勘定の行政コスト 116,588百万円のうち 112,455百万円は、退職手

当共済事業において支給している社会福祉施設等の職員の方々への退職手当給付金

となっています。次いで、一般勘定の行政コスト 38,760百万円のうち 31,921百万円

は、福祉医療貸付事業における福祉、医療施設への融資の財源となる財政融資資金等

及び福祉医療機構債券の借入金利息等となっています。この他、保険勘定の行政コス

ト 22,735百万円のうち 21,374百万円は、心身障害者扶養保険事業において支給して

いる障害のある方への給付金及び支払保険料となっています。 

各事業の実施にあたっては、補助金等や事業収入により必要となる財源を確保して

います。（P16をご参照ください。） 

なお、法人全体の行政コスト 183,768百万円から自己収入等（補助金等に基づく収

益以外の収益）141,884 百万円を除き、機会費用 27 百万円を加えた 41,910 百万円が

業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストとなっています。（同コストについ

ては、独立行政法人会計基準に基づく注記事項として記載しております。） 
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③ 損益計算書（P39をご参照ください。） 

   法人全体の総利益及び各勘定における当期総利益（損失）の発生要因は、以下のとお

りです。全 8勘定のうち、6勘定で当期総利益を計上し、2勘定は損益均衡となり法人

全体で当期総利益 20,172百万円を計上しています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【一般勘定】 

当期総利益 6,368百万円 

・管理債権の正常化等による貸倒引当金

戻入益の発生及び貸付金利息収入によ

り利益が発生しています。 

【共済勘定】 

当期総利益 6百万円 

・給付経理では、給付費支払資金の繰入及び戻入

処理を行うことから損益均等となっています。 

・業務経理では、当年度運営費交付金を全額収益

化のうえ経費節減を図ったことにより利益が

発生しています。 

【保険勘定】 

当期総利益 198百万円 

・給付経理では、運用利回りの悪化により信託運

用損が発生した一方、責任準備金戻入益が発生

したことにより利益が発生しています。 

・業務経理では、当年度運営費交付金を全額収益

化のうえ、その他財源を含めた支出を実施した

ことにより、損失が発生しています。 

【年金担保貸付勘定】 

当期総利益 117百万円 

・後年度の業務運営を見据えた金利設定

に基づく貸付金利息収入により利益が

発生しています。 【法人全体】 

当期総利益 

20,172百万円 

【労災年金担保貸付勘定】 

当期総利益 1百万円 

・後年度の業務運営を見据えた金利設定

に基づく貸付金利息収入により利益が

発生しています。 

【承継債権管理回収勘定】 

当期総利益 13,482百万円 

・貸付金利息等の経常収益から人件費等の

経常費用を除いた額が当期総利益となっ

ています。 

 ※当該利益については、関係法に基づき

国庫納付を行っています。 

【一時金支払等勘定】 

損益均衡 

・一時金支払金等を含む費用から財務収

益等を控除した残額について政府交付

金の収益化を図っていることから損益

が均衡しています。 

【補償金支払等勘定】 

損益均衡 

・補償金支払金等を含む費用から財務収

益等を控除した残額について政府交付

金の収益化を図っていることから損益

が均衡しています。 
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  経常費用、経常収益の内訳については、以下のとおりです。 

  経常費用について、退職手当共済事業における社会福祉施設等の職員の方々への退職

手当給付金 112,455百万円を含む退職手当共済業務費が 63.5％、次いで、福祉医療貸付

事業における福祉、医療施設への融資の財源となる財政融資資金等及び福祉医療機構債

券の借入金利息等 31,921 百万円を含む福祉医療貸付業務費 18.9％となり、これらが大

半を占めています。 

  一方、経常収益については、退職手当共済業務費に対応する退職手当共済事業収入、

各事業、業務の財源となる補助金等収益及び福祉医療貸付事業収入などが大半を占めて

います。 

  なお、経常収益と経常費用の差額に、臨時利益と臨時損失の差額と前中期目標期間繰

越積立金取崩額を加えたものが当期総利益 20,172百万円となりますが、そのうち、承継

債権管理回収勘定の当期総利益 13,482 百万円については関係法に基づき令和 2 年 7 月

に国庫納付を行う予定であり、残額の 6,690百万円については、該当勘定において利益

剰余金として計上しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退職手当共済
事業収入

32.5%

補助金等収益

28.3%

福祉医療貸付
事業収入

19.8%

心身障害者

扶養保険事業収入

9.9%

承継債権管理

回収業務収入

7.5%

その他

2.0%

経常収益

193,421

百万円

退職手当共済
業務費

63.5%

福祉医療貸付
業務費

18.9%

心身障害者
扶養保険業務費

12.7%

その他

4.9%

経常費用

177,890

百万円

＜経常費用＞ ＜経常収益＞ 
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【事業損益の経年比較（区分経理によるセグメント情報）】 

（単位：百万円） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

一 般 勘 定 △ 724 △ 6 2,171 △ 2,876 4,443 

共 済 勘 定 3,531 4,700 5,428 5,187 1,405 

保 険 勘 定 △ 1,141 △ 178 864 △ 710 △ 3,454 

年金担保貸付勘定 16 △ 130 △ 104 △ 138 81 

労災年金担保貸付

勘 定 
△ 1 △ 4 △ 3 △ 4 0 

承継債権管理回収

勘 定 
29,904 25,129 20,098 15,591 13,056 

一時金支払等勘定     － 

補償金支払等勘定     － 

合  計 31,585 29,511 28,453 17,050 15,531 

    ※ 事業損益の経年比較において、昨年度から大きな変動がある勘定の変動要因は次のとおりです。 

             福祉医療貸付事業において、令和元年度は貸倒引当金戻入益（1,925 百万円）が

生じたこと等（昨年度は貸倒引当金繰入（6,776 百万円）が発生）から利益を計

上しています。 

             運用利回りの悪化により金銭の信託等運用損を計上したこと等から令和元年度

については損失が増加しています。 

     承継債権管 

     理回収勘定 

 

 

④ 純資産変動計算書（P40をご参照ください。） 

   独立行政法人会計基準の改訂（平成 30年 9月 3日）に伴い、令和元年度の財務諸表

作成時より純資産変動計算書を作成しています。 

   令和元年度においては、独立行政法人福祉医療機構法附則第 5 条の 2 第 6 項に基づ

く国庫納付（承継債権管理回収勘定）及び独立行政法人通則法第 46条の 2 第 1 項に基

づく国庫納付（労災年金担保貸付勘定）により資本金が 74,027 百万円減少した一方、

利益剰余金 4,146 百万円を計上したことから純資産額は 438,630 百万円となっていま

す。 

   なお、上記の国庫納付は、法令で定められた定期的な国庫納付及び事業規模を勘案し

た国庫納付であるため、事業、業務の実施に影響は生じていません。 

 

⑤ キャッシュ・フロー計算書（P40をご参照ください。） 

   業務活動によるキャッシュ・フローでは、福祉医療貸付事業のうち福祉貸付につい

て、人材確保難、資材高騰等が複合要因となり、施設整備に慎重姿勢がみられ貸付実績

が減少するなどのことから、貸付に係る支出が減少したこと等を要因として収入

618,255百万円が支出 532,243百万円を上回っています。 

・・・債権残高の減少に伴う利息収入の減により毎年度利益が減少しています。 

保 険 勘 定・・・ 

一 般 勘 定・・・ 
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   投資活動によるキャッシュ・フローでは、定期預金の預け入れによる支出 1,018,900

百万円が定期預金の払い戻しによる収入 979,100 百万円を上回っている他、財務活動

によるキャッシュ・フローでは、長期借入金の返済による支出 283,331 百万円が長期

借入による収入 206,000百万円を上回っています。 

   適時適切に資金繰りの管理を実施し必要となる財源を確保しているため、事業、業務

の実施に影響は生じていません。 

 

 

(2) 財政状態及び運営状況について 

  財政状態及び運営状況を把握するため、独立行政法人会計基準及び法人内部規程等に

基づき適時適切に分析、検証が実施されるガバナンス態勢を整備しています。 

  担当部門において分析、検証された内容については、必要に応じて随時報告が行われ

ている他、法人内に設置しているガバナンス委員会及び経営企画会議（共に毎月開催）

により報告内容の確認及び評価を行っています。 

   財政状態及び業務運営は、P41～P46の説明のとおり、国民の皆さまに公共性の高いサ

ービスを持続的に提供するにあたり問題は生じていません。 
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  14. 内部統制の運用に関する情報   

 

ＷＡＭの役職員の職務執行にあたっては、通則法、機構法及び他の法令を遵守する

ほか、独立行政法人の業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制システム」

という。）の整備及び運用に関する事項を業務方法書に定めています。主な項目とその

実施状況については、以下のとおりです。 

 

  [内部統制の整備及び運用（業務方法書第 56 条、第 60条）] 

    内部統制システムを推進することを目的として、「ガバナンス委員会」を設置し、

継続的に見直しを図るものとしています。令和元年度においては、同委員会を毎月

開催し、リスク等管理に係る各種モニタリング活動の報告等の実施及び当該活動結

果を踏まえた関連規程等の見直しを実施しました。 

    なお、福祉医療貸付事業に係る信用リスクについては、効率的かつ効果的にガバ

ナンスが発揮できる態勢を構築するため、ガバナンス委員会から当該審議機能を委

嘱した「信用リスク分科会」を設置し、四半期毎に開催しています。 

 

  [監事監査・内部監査（業務方法書第 64 条、第 65 条）] 

    監事は、ＷＡＭの業務及び会計に関する監査を行い、監査の結果等を記載した監

査報告を作成し、理事長及び厚生労働大臣に提出します。また、改善が必要である

と判断した事項があるときには、監査報告にその旨を記載します。 

    また、ＷＡＭは監査室を設置し、内部監査を実施するとともに、その結果に対す

る改善措置状況を理事長に報告することとなっています。令和元年度においては、

リスク管理強化に向けた態勢の整備、事務リスクの管理等についての内部監査を実

施しましたが、適正に実施されていることを確認しています。 

 

  [予算の適正な配分（業務方法書第 67条）] 

    運営費交付金を原資とする予算については、評価結果の活用など予算の配分が適

正に実施されることを確保するための体制を整備することとしています。 

令和元年度においても、適正に予算を配分するとともに、定期的に各部の執行状

況を把握し、執行状況等を踏まえた予算配分の見直しを実施しています。 

 

   [入札及び契約に関する事項（業務方法書第 71条）] 

    入札及び契約に関しては、監事及び外部有識者で構成される「契約監視委員会」

の設置等を定めた内部規程等を整備しています。 

令和元年度においては、契約監視委員会を 6 月に開催し、平成 30 年度の調達実

績の事後点検を行い、審議概要をホームページにて公表しています。 
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  15. 法人の基本情報   

 

(1) 沿革 

昭和 29年 社会福祉事業振興会設立、福祉貸付事業開始 
 35年 医療金融公庫設立、医療貸付事業開始 
 36年 退職手当共済事業開始（社会福祉事業振興会） 
 40年 大阪支店を開設し、貸付業務開始（医療金融公庫） 
 45年 心身障害者扶養保険事業開始（社会福祉事業振興会） 

 59年 社会福祉・医療事業団法公布 
 60年 社会福祉・医療事業団発足（1月 1日） 
  福祉医療貸付事業、退職手当共済事業、心身障害者扶養保険事

業等を承継 
  経営診断・指導事業開始 

平成 元年 開業医承継支援事業開始 
 2年 長寿社会福祉基金事業開始 

  福祉・保健情報サービス事業開始 
 13年 年金福祉事業団の解散に伴い、年金担保貸付事業を開始 
 14年 独立行政法人福祉医療機構法公布 

 15年 独立行政法人福祉医療機構発足（社会福祉・医療事業団解散） 
（10月 1日） 

 16年 労働福祉事業団の解散に伴い、労災年金担保貸付事業を開始 

 18年 
 

年金資金運用基金の解散に伴い、承継年金住宅融資等債権管理
回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を開始 

 19年 開業医承継支援事業廃止 

 20年 承継教育資金貸付けあっせん業務休止 

 22年 基金の国庫返納に伴い、長寿社会福祉基金事業を廃止し、社会
福祉振興助成事業を開始 

 29年 承継教育資金貸付けあっせん業務廃止 

 31年 一時金支払等業務開始 

令和 元年 補償金支払等業務開始 

 

 

(2) 設立に係る根拠法 

独立行政法人福祉医療機構法（平成 14年法律第 166号） 

 

 

(3) 主務大臣 

厚生労働大臣 

【担当部局】 社会・援護局福祉基盤課、医政局医療経営支援課、 

 社会・援護局障害保健福祉部企画課、年金局資金運用課、 

 労働基準局労災保険業務課、子ども家庭局母子保健課 

 健康局難病対策課 
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(4) 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 事務所（従たる事務所を含む）の所在地 

本部：東京都港区虎ノ門 4丁目 3番 13号（ヒューリック神谷町ビル 9階、10階） 

支店：大阪府大阪市中央区南本町 3丁目 6番 14号（イトゥビル 3階） 

 

(6) 主要な特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の状況 

  該当なし 

 

経 理 部 会 計 課

補 償 金 支 払 業 務 課

企 画 管 理 部
リ ス ク 管 理 課

支 払 業 務 室
一 時 金 支 払 業 務 課

総 務 課

独立行政法人福祉医療機構の組織（令和2年3月31日現在）

総 務 部

広 報 課

人 事 課

推 進 課

審 議 役

上 席 推 進 役

共 済 部
扶 養 保 険 課

監 査 課

契 約 課

福 祉 審 査 課

コンサルティンググループ

監 査 室

顧 客 業 務 課

退 職 共 済 課

経営サポートセンター
リ サ ー チ グ ル ー プ

年 金 業 務 課
年 金 貸 付 部

年 金 貸 付 課

医 療 審 査 課

契 約 課

大 阪 支 店

 
与 信 管 理 課

債 権 課

顧 客 業 務 部

福 祉 審 査 課

監   事
Ｎ Ｐ Ｏ 支 援 課

ＮＰＯリソースセンター

Ｎ Ｐ Ｏ 振 興 課

Ｗ Ａ Ｍ Ｎ Ｅ Ｔ 事 業 課

情 報 管 理 課

理    事理 事 長 福祉医療貸付部

Ｗ Ａ Ｍ Ｎ Ｅ Ｔ 振 興 課

資 金 課

情 報 事 業 部

事 業 統 括 課

企 画 課

経 理 課

医 療 審 査 課
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(7) 主要な財務データの経年比較 

（単位：百万円） 

区分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

経 常 費 用 180,251 179,759 170,389 177,616 177,890 

経 常 収 益 211,836 209,271 198,842 194,666 193,421 

当 期 総 利 益 29,334 25,203 25,502 17,237 20,172 

資 産 4,525,090 4,351,407 4,229,608 4,074,074 3,961,948 

負 債 3,600,492 3,568,589 3,620,941 3,565,562 3,523,318 

利 益 剰 余 金 23,615 18,772 18,845 14,975 19,121 

業 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

△ 134,576 27,820 △ 54,519 39,057 86,012 

投 資 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

156,438 △ 38,879 37,032 △ 20,023 △ 11,911 

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

58,140 △ 34,454 44,133 △ 56,204 △ 68,957 

資 金 期 末 残 高 85,500 39,987 66,632 29,462 34,606 

 

 

(8) 翌事業年度の予算、収支計画及び資金計画 

 翌事業年度において適切に事業、業務が実施できるよう、以下のとおり予算、収支計

画及び資金計画を作成しています。 

【令和 2年度 予算】 
（単位：百万円） 

収入 金額 支出 金額 

運営費交付金 1,950 福祉医療貸付事業費 33,312 

国庫補助金 28,115 東日本大震災復興福祉医療貸付事業費 40 

利子補給金 3,516 社会福祉振興助成事業費 738 

福祉医療貸付事業収入 36,042 退職手当共済事業費 122,641 

経営指導事業収入 61 心身障害者扶養保険事業費 31,539 

福祉保健医療情報サービス事業収入 3 年金担保貸付事業費 817 

社会福祉振興助成事業収入 11 労災年金担保貸付事業費 13 

退職手当共済事業収入 95,199 一時金支払金 3,266 

心身障害者扶養保険事業収入 31,539 補償金支払金 11,361 

年金担保貸付事業収入 1,225 業務経費 3,386 

労災年金担保貸付事業収入 23 一般管理費 395 

承継債権管理回収業務収入 12,356 人件費 3,032 

寄附金収入 100   

利息収入 1   

雑収入 13   

計 210,155 計 210,541 
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 【令和 2年度 収支計画】  
（単位：百万円） 

 

  

区分 金額 区分 金額 

費用の部 204,588 収益の部 218,015 

 経常費用 204,568   運営費交付金収益 1,950 

  福祉医療貸付業務費 38,024 福祉医療貸付事業収入 36,002 

  経営指導業務費 222 経営指導事業収入 61 

  福祉保健医療情報サービス業務費 545 福祉保健医療情報サービス事業収入 3 

  社会福祉振興助成業務費 784 社会福祉振興助成事業収入 11 

  退職手当共済業務費 122,977 退職手当共済事業収入 65,602 

  心身障害者扶養保険業務費 21,099 心身障害者扶養保険事業収入 18,773 

  年金担保貸付業務費 918 年金担保貸付事業収入 1,216 

  労災年金担保貸付業務費 16 労災年金担保貸付事業収入 23 

  承継債権管理回収業務費 1,106 承継債権管理回収業務収入 12,282 

  一時金支払等業務費 3,296 補助金等収益 57,788 

  補償金支払等業務費 11,413 旧優生保護法一時金支払基金預り金取崩益 3,266 

  一般管理費 381 
ハンセン病元患者家族補償金支払基金預 
り金取崩益 

11,361 

  減価償却費 414 寄附金収益 130 

   人件費 3,373 資産見返運営費交付金戻入 357 

 臨時損失  資産見返補助金等戻入 0 

退職手当給付費支払資金繰入 20 賞与引当金見返に係る収益 146 

  退職給付引当金見返に係る収益 202 

  財務収益 1 

  雑益 6 

  臨時利益 8,831 

   退職手当給付費支払資金戻入益 3,737 

    心身障害者扶養保険責任準備金戻入益 5,094 

  前中期目標期間繰越積立金取崩額 5 

  総利益又は総損失（△） 13,427 
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【令和 2年度 資金計画】 
（単位：百万円） 

 

  

区分 金額 区分 金額 

資金支出 890,646 資金収入 890,646 

 業務活動による支出 580,911 業務活動による収入 539,632 

  福祉医療貸付事業費 33,353 福祉医療貸付事業収入 36,042 

  福祉医療貸付金による支出 282,500 福祉医療貸付回収金による収入 263,391 

  社会福祉振興助成金による支出 608    経営指導事業収入 61 

  子供の未来応援支援金による支出 130    福祉保健医療情報サービス事業収入 3 

  退職手当共済事業費 122,621    社会福祉振興助成事業収入 11 

  心身障害者扶養保険事業費 21,076    退職手当共済事業収入 65,602 

  年金担保貸付事業費 817    心身障害者扶養保険事業収入 17,759 

  年金担保貸付金による支出 32,141   年金担保貸付事業収入 1,225 

  労災年金担保貸付事業費 13    年金担保貸付回収金による収入 33,906 

  労災年金担保貸付金による支出 855    労災年金担保貸付事業収入 23 

  一時金支払金による支出 3,266    労災年金担保貸付回収金による収入 823 

  補償金支払金による支出 11,361    承継債権管理回収業務収入 12,356 

   人件費支出 3,032    承継融資業務収入 48,875 

   その他の業務支出 3,811    運営費交付金収入 1,950 

  国庫納付金の支払額 65,328    補助金等収入 57,492 

 投資活動による支出 10,463    寄附金収入 100 

  金銭の信託の増加による支出 10,463    その他の業務収入 14 

  財務活動による支出 283,196   投資活動による収入 22,380 

  長期借入金の返済による支出 245,196    金銭の信託の減少による収入 13,780 

 債券の償還による支出 38,000    有価証券の償還による収入 8,600 

翌年度への繰越金 16,075  財務活動による収入 296,600 

   長期借入れによる収入 263,600 

     債券の発行による収入 33,000 

   前年度よりの繰越金 32,034 
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  16. 参考情報   

 

(1) 要約した財務諸表の科目の説明 

 

[貸借対照表] 
現 金 及 び 預 金 等 ： 現金、預金、金銭の信託及び満期保有を目的とする有価証券など 

有 形 固 定 資 産 ： 
土地、建物、車両、工具など長期にわたって使用または利用する有形の
固定資産 

無 形 固 定 資 産 ： ソフトウェアなど長期にわたって使用または利用する無形の固定資産 

長 期 貸 付 金 等 ： 
福祉医療貸付事業、年金担保貸付事業、労災年金担保貸付事業及び承継
債権管理回収業務にかかる貸付金 

借 入 金 ・ 債 券 等 ： 
事業資金等の調達のため独立行政法人が借り入れた長期（短期）借入金
及び発行する債券 

法 令 に 基 づ く 

引 当 金 等 
： 

独立行政法人福祉医療機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理
に関する省令（平成 15年厚生労働省令第 148号）の規定に基づき計上
している退職手当給付費支払資金、心身障害者扶養保険責任準備金 

資 本 金 ： 国からの出資金であり、独立行政法人の財産的基礎を構成するもの 

資 本 剰 余 金 ： 
国から交付された施設費や寄附金などを財源として取得した資産で独
立行政法人の財産的基礎を構成するもの 

利 益 剰 余 金 ： 独立行政法人の業務に関連して発生した剰余金の累計額 

 

[行政コスト計算書] 

行 政 コ ス ト : 
独立行政法人の業務に関連し、資産の減少または負債の増加をもたら
すもの 

 
[損益計算書] 

業 務 経 費 等 : 独立行政法人の業務に要した費用 

人 件 費 : 給与、賞与、法定福利費等、独立行政法人の役職員等に要する経費 

減 価 償 却 費 : 
業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわたって費用とし
て配分する経費 

補 助 金 等 収 益 等 : 
国・地方公共団体等の補助金等、国からの運営費交付金のうち、当期の
収益として認識した収益 

自 己 収 入 等 : 貸付金利息収入、手数料収入、掛金などの収益 

臨 時 損 失 : 法令に基づく引当金等の繰入等が該当 

臨 時 利 益 : 法令に基づく引当金等の戻入等が該当 

そ の 他 調 整 額 : 前中期目標期間繰越積立金の取崩額 

 

 

[キャッシュ・フロー計算書] 

業 務 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー 

: 
独立行政法人の通常の業務の実施に係る資金の状態を表し、サービス
の提供等による収入、商品又はサービスの購入による支出、人件費支
出等が該当 

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー 

: 
将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係る資金の
状態を表し、固定資産や有価証券等の取得・売却等による収入・支出が
該当 

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー 

: 
債券の発行・償還及び借入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及
び返済などが該当 
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 (2) その他公表資料等との関係の説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人の業務運営の状況の全体像を簡

潔に説明しており、財務諸表の添付書類という

位置づけの書類です。その他公表資料のプラッ

トフォームとしての役割も果たしています。 

（独立行政法人通則法第 38条） 

主務大臣からの指示である中期目標を達成

するための具体的計画を公表しています。 

（独立行政法人通則法第 30条及び第 31条） 

当事業年度の財務状態、運営状況等を明ら

かにするために作成し、主務大臣の承認後、

公表しています。 

（独立行政法人通則法第 38条） 

ＷＡＭの業務実績について、自己評価及び

主務大臣からの評価を公表しています。 

（独立行政法人通則法第 32条） 

当事業年度の決算（予算の執行状況）を明

らかにしており、財務諸表の添付書類とい

う位置づけの書類です。 

（独立行政法人通則法第 38条） 

債券を発行するにあたり、投資判断に資す

るため、発行者であるＷＡＭ及び債券の詳

細について説明しています。 

（任意作成） 

令和元年度 

事業報告書 

令和元年度 

業務実績評価書 

令和元年度 

財務諸表 

令和元年度 

決算報告書 
債券内容説明書 

中期計画 

年度計画 

中期計画・ 

年 度 計 画

の詳細 

業務実績に

対する評価

の詳細 

財務状態、

運 営 状 況

等の詳細 

決算の詳細 WAM 及び

債券の詳細 


